
議第８４号

高山市都市公園条例の一部を改正する条例について

高山市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和６年９月２日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

直営管理としている赤保木公園を指定管理者による管理とし、別に定める条例で管理するため改

正しようとする。



高山市都市公園条例の一部を改正する条例

高山市都市公園条例（昭和４１年高山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３条の５ 次に掲げる都市公園（以下「指定

施設」という。）の管理に関する業務は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、指定管理者（同

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に行わせるものとする。

第３条の５ 次に掲げる都市公園（以下「指定

施設」という。）の管理に関する業務は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、指定管理者（同

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に行わせるものとする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 赤保木公園

⑵～⑸ （略） ⑶～⑹ （略）

（管理の特例） （管理の特例）

第１５条の２ 第３条第１項の規定により設置

された都市公園のうち中山公園の管理につい

ては、別に条例で定めるところによる。

第１５条の２ 第３条第１項の規定により設置

された都市公園のうち次に掲げる公園の管理

については、別に条例で定めるところによる。

⑴ 赤保木公園

⑵ 中山公園

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行日前に改正前の高山市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、改正後の高山市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
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